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＜振り込め詐欺救済法について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年１月 30 日 

金 融 庁 

 

資料３－２ 



16年 17年 18年 19年 20年

認知件数　（件） 20,194 19,840 18,662 17,671 20,481

被害総額　（億円） 284 252 255 251 276

（出典）「振り込め詐欺（恐喝）」の認知・検挙状況等について（警察庁公表）

振り込め詐欺の被害状況
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＜＜被害回復分配金の支払等に関する手続の流れ＞＞ 
   

                    

 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

失

権

手

続 

 

 
     名義人の権利行使の届出 
     名義人又は被害者の訴訟提起等 
 
             
     なし      あり 
     

② 金融機関による、犯罪利用預金口座等と疑うに足 

りる相当な理由があることの認定 

 
③ 預金保険機構による失権のための公告 

④・一定期間（60 日以上の期間）の経過 
        ＝  
  ・失権（名義人の預金等債権消滅） 
    ＝（金融機関に被害者への分配金の支払を行う義務発生） 

訴訟等の既存の法制度による解決

⑤・預金保険機構による分配金支払のための公告 
・金融機関による被害者からの支払申請受付 
 （30 日以上の申請期間） 

⑥ 支払請求権の確定 
(金融機関による、被害者から提出された資料等による被害者 

・被害額・支払額の認定) 

⑦ ⑥で認定された被害者への支払（金融機関より支払）

⑧ 残余財産の活用 

支

払

手

続 

・一定割合を預金口座等の名義人の救済に充てる

・その余を犯罪被害者の支援のために用いる 

 
残余財産あり（金融機関から預金保険機構へ納付） 

①  金融機関による、犯罪利用の疑いがあると認める 
預金口座等の約款に基づく取引の停止等の措置 

金融機関による預金保険機構への公告の求め 

金融機関による預金保険機構への公告の求め 
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 

【振り込め詐欺救済法】の概要 

 

第一 総則 

一 目的 

 振り込め詐欺等の犯罪行為による被害者に対する被害回復分配金の支払等のため、

預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定め、もって被害者

の財産的被害の迅速な回復等に資する。 

 

二 定義 

１ 「振込利用犯罪行為」 …詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、

財産を得る方法として振込みが利用されたもの 

２ 「犯罪利用預金口座等」… ①  １の振込みの振込先となった預金口座等 

 ② ①の預金口座等に係る資金の移転先の口座 

 

第二 取引の停止等の措置 

  金融機関は、犯罪利用預金口座等である疑いがあると認める預金口座等について、取引

の停止等の措置を適切に講ずるものとする。 

 

第三 預金等に係る債権の消滅手続【失権手続】 

一 公告の求め 

 金融機関は、①～④その他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等であると疑うに足

りる相当な理由があると認める預金口座等について、預金保険機構に対し、手続の開

始に係る公告を求めなければならない。 

① 捜査機関等からの情報提供 

② 被害状況について行った調査の結果 

③ 名義人の住所への連絡等による、名義人の状況についての調査の結果 

④ 預金口座等に係る取引の状況 

 

二 公告 

 一の求めがあった場合の預金保険機構による公告、公告事項等について規定。 

 （本法に基づく公告は、インターネットの利用により行うこととする。） 

 

三 預金等債権の消滅 

 名義人等による権利行使の届出等に係る期間（６０日以上とする。）内に権利行使の

届出又は強制執行等がないときは、二の公告に係る預金等債権は、消滅する。 

 

第四 被害回復分配金の支払手続 

一 被害回復分配金の支払 

１ 金融機関は、第三の三により消滅した預金等債権（消滅預金等債権）の額の金銭

を原資として、対象被害者に対し、被害回復分配金を支払わなければならない。た

だし、消滅預金等債権の額が１０００円未満である場合は、この限りでない。 
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二  公告の求め 

   金融機関は、預金等債権が消滅したときは、預金保険機構に対し、手続の開始に係

る公告を求めなければならない。ただし、すべての対象被害者等が明らかで、かつ、

対象被害者等のすべてから被害回復分配金の支払を求める旨の申出がある場合は、こ

の限りでない。 

 

三 公告等 

１ 二の求めがあった場合の預金保険機構による公告、公告事項等について規定。 

２ 被害回復分配金の支払申請期間は、３０日以上とする。 

３ 金融機関は、対象犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に対し被害回復

分配金の支払手続の実施等について周知するため、必要な情報の提供その他の措置

を適切に講ずるものとする。 

 

四 支払の申請及び決定等 

 支払の申請（申請書及び疎明資料の提出等）及び支払の決定について規定。 

 

五 支払の実施等 

１ 金融機関による被害回復分配金の支払の実施について規定。 

２ 各人に支払う被害回復分配金の額は、被害額により按分した額とする。 

 

六 手続の終了等 

１ 手続の終了 

 手続の終了に係る公告の求め及び当該公告について規定。    
２ 預金保険機構への納付 

  金融機関は、１の公告があったときは、残余の額の金銭を、預金保険機構に納付

しなければならない。    
３ 犯罪被害者等の支援の充実等 

 預金保険機構は、２により納付を受けた金銭を、４の(2)による支払に要する額を

考慮して主務省令で定める割合の金銭を除き、主務省令で定めるところにより、犯

罪被害者等の支援の充実のために支出するものとする。    
４ 名義人等による支払の請求等 

(1) 失権した預金に係る預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことについて相当

な理由があると認められる場合等における、口座名義人等から金融機関への支払

の請求について規定。 

(2)  (1)の支払を行った金融機関に過失がないことについて相当な理由があると認

められる場合における、預金保険機構への(1)の支払相当額の支払の請求について

規定。 

 

第五 施行期日 

   この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行する。 
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債権消滅手続開始公告 債権消滅公告 支払手続開始公告

08年度第１回 7/16 (水) 7/17 (木) 9/16 (火) 10/  1 (水) 10/16 (木) 10/17 (金) 12/16 （火）

08年度第２回 8/ 1 (金) 8/ 2 (土) 10/ 1 (水) 10/16 (木) 11/ 4 (火) 11/ 5 (水) 1/ 5 (月)

08年度第３回 8/18 (月) 8/19 (火) 10/20 (月) 11/ 4 (火) 11/17 (月) 11/18 (火) 1/19 (月)

08年度第４回 9/ 1 (月) 9/ 2 (火) 11/4 (火) 11/17 (月) 12/ 1 (月) 12/ 2 (火) 2/ 2 (月)

08年度第５回 9/16 (火) 9/17 (水) 11/17 (月) 12/ 1 (月) 12/16 (火) 12/17 (水) 2/16 (月)

08年度第６回 10/ 1 (水) 10/ 2 (木) 12/1 (月) 12/16 (火) 1/ 5 (月) 1/ 6 (火) 3/ 9 (月)

08年度第７回 10/16 (木) 10/17 (金) 12/16 (火) 1/ 5 (月) 1/16 (金) 1/17 (土) 3/18 (水)

08年度第８回 11/ 4 (火) 11/ 5 (水) 1/ 5 (月) 1/16 (金) 2/ 2 (月) 2/ 3 (火) 4/ 6 (月)

08年度第９回 11/17 (月) 11/18 (火) 1/19 (月) 2/ 2 (月) 2/16 (月) 2/17 (火) 4/20 (月)

08年度第10回 12/ 1 (月) 12/ 2 (火) 2/ 2 (月) 2/16 (月) 3/ 2 (月) 3/ 3 (火) 5/ 7 (木)

08年度第11回 12/16 (火) 12/17 (水) 2/16 (月) 3/ 2 (月) 3/16 (月) 3/17 (火) 5/18 (月)

08年度第12回 1/16 (金) 1/17 (土) 3/18 (水) 4/ 1 （水） 4/16 (木) 4/17 (金) 6/16 (火) 09年度第１回

08年度第13回 2/ 2 (月) 2/ 3 (火) 4/ 6 (月) 4/16 (木) 5/ 1 (金) 5/ 2 (土) 7/ 1 （水） 09年度第２回

08年度第14回 2/16 (月) 2/17 （火） 4/20 (月) 5/ 1 (金) 5/18 (月) 5/19 (火) 7/21 (火) 09年度第３回

08年度第15回 3/ 2 (月) 3/ 3 （火） 5/ 7 (木) 5/18 (月) 6/ 1 (月) 6/ 2 (火) 8/ 3 (月) 09年度第４回

08年度第16回 3/16 （月） 3/17 (火) 5/18 (月) 6/ 1 (月) 6/16 (火) 6/17 （水） 8/17 (月) 09年度第５回

２００８年度（平成20年度）公告スケジュール

権利行使の届出等に係る期間 支払申請期間

　　　４．金融機関から公告の求めがなかった場合には、当該公告回数（０８年度第△回）は、次回公告日以降に繰り下がります。

備考１．「債権消滅手続開始公告」とは、振り込め詐欺などによって振り込まれた口座の、被害額に対する口座名義人の権利（＝預金等債権）を消滅させる手続きを開始した旨の公告

　　　２．「債権消滅公告」とは、預金等債権が消滅した旨の公告

　　　３．「支払手続開始公告」とは、口座名義人の権利が消滅した振り込め詐欺の被害額を基に被害者に分配されるお金（＝被害回復分配金）が支払われる手続きが開始された旨の公告

開始 終了(15:00）公告日 開始 終了(15:00） 公告日公告日
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